
湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書の改定等について 

藤沢市，武田薬品工業株式会社（以下「武田」という。）および三井住友信託銀行株式

会社（以下「信託銀行」という。）は，藤沢市及び武田間の平成２３年２月１４日付締結

「武田薬品工業株式会社湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」

（平成３０年６月８日付改定を含み，以下「協定」という。），「武田薬品工業株式会社

湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書に係る覚書」（平成３０年６

月８日付改定を含み，以下「覚書」という。）につき，下記改定理由①を受けて，信託銀

行を協定および覚書の当事者に追加すること，ならびに，下記改定理由①および②によ

り，協定を別紙１のとおりに，覚書を別紙２のとおりに改めることを合意する。  

【改定理由】 

①令和２年９月３０日付で湘南ヘルスイノベーションパークの所有権が武田から信託銀行

に移転したため。

②法律名の変更，および神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針の廃止があったた

め。

協定および覚書当事者への信託銀行の追加に伴い，協定の名称を「湘南ヘルスイノベー

ションパークの環境保全に関する協定書」に変更し，覚書の名称を「湘南ヘルスイノベー

ションパークの環境保全に関する協定書に係る覚書」に変更する。

本改定は合意の日付にかかわらず，令和２年９月３０日に遡って効力を生じることとす

る。 

令和２年１２月９日 

藤沢市朝日町１番地の１ 

藤沢市 

藤沢市長 鈴木 恒夫  

大阪市中央区道修町四丁目１番１号  

武田薬品工業株式会社  

代表取締役社長 クリストフ ウェバー 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 

東京都港区芝三丁目33番1号 

支配人 吉田 浩 



【別紙１】協定の改定部分 

１）協定書当事者への信託銀行の追加に伴い，協定の名称の「武田薬品工業株式会社湘南

ヘルスイノベーションパーク」を「湘南ヘルスイノベーションパーク」に改定する。

２）協定書の当事者に信託銀行を追加するため，前文を以下のとおり改定する。

改定前 

「藤沢市（以下「甲」という。）と武田薬品工業株式会社（以下「乙」という。）

は，乙が藤沢市村岡東二丁目２６番地の１に設置する湘南ヘルスイノベーションパー

ク（以下「湘南アイパーク」という。）に係る環境保全に関する協定を藤沢市環境基

本計画の理念を尊重し，次のとおり締結する。」 

改定後 

「藤沢市（以下「甲」という。），武田薬品工業株式会社（以下「乙１」という。）

と三井住友信託銀行株式会社（以下「乙２」という。）（乙１と乙２を合わせて，以

下「乙」という。）は，藤沢市村岡東二丁目２６番地の１に所在する湘南ヘルスイノ

ベーションパーク（以下「湘南アイパーク」という。）に係る環境保全に関する協定

を藤沢市環境基本計画の理念を尊重し，次のとおり締結する。」 

３）事業者の責務を明確にするため，第２条を次のとおり改定する。

改定前 

「第２条 乙は，湘南アイパークの運営に当たっては，関係する法律及び条例等を遵

守するとともに，この協定に定める事項を誠実に履行するものとする。」 

改定後 

「第２条 乙１と乙２は，湘南アイパークの運営に当たり，関係する法律及び条例等

を遵守するとともに，相互に協力してこの協定に定める事項を誠実に履行するものと

する。 

２ 湘南アイパークの所有者である乙２は，乙１及び乙２間の業務委託契約に基づ

き，本協定書上の具体的な事務（環境保全上の支障を防止するための具体的な措置の

実施，地域住民とのコミュニケーション，テナントや受託業者の教育訓練及び監督，

甲への報告，甲からの通知の受領等を含む。）（以下「本委受託業務」という。）の実

施・遂行を乙１に包括的に委託し，乙１はこれを受託する。乙１は本委受託業務の受

託者としてその実施・遂行に責任を負い，乙２は湘南アイパークの所有者・本委受託

業務の委託者として，乙１による本委受託業務の実施・遂行に必要な乙１との協議・

協力（金銭の支出を含む。）を行う。」 



４）神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針が廃止されたことに伴い，第１３条を

次のとおり改定する。

改定前 

「第１３条 乙は，遺伝子組換え生物等の使用等に当たって，生物材料の環境への影

響を未然に防止するため，遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の

確保に関する法律（平成１５年法律第９７号）及び神奈川県バイオテクノロジー環境

安全管理指針（平成５年１０月１日神奈川県施行）に基づいた自主管理マニュアルを

作成し，これを遵守する。」 

改定後 

「第１３条 乙は，遺伝子組換え生物等の使用等に当たって，生物材料の環境への影

響を未然に防止するため，遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の

確保に関する法律（平成１５年法律第９７号）を遵守する。」 

５）法律の名称が変更されたことに伴い，第１６条及び第１７条第４項の「放射性同位元

素等による放射線障害の防止に関する 法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法

律」に改定する。



【別紙２】覚書の改定部分 

１）覚書の当事者への信託銀行の追加に伴い，覚書の名称の「武田薬品工業株式会社湘南

ヘルスイノベーションパーク」を「湘南ヘルスイノベーションパーク」に改定する。

２）協定書および覚書の当事者に三井住友信託銀行株式会社を追加するため，前文を以下

のとおり改定する。

改定前 

「藤沢市（以下「甲」という。）と武田薬品工業株式会社（以下「乙」という。）

は，両者間で締結した「武田薬品工業株式会社湘南ヘルスイノベーションパークの環

境保全に関する協定書」（以下「協定」という。）の実施に関し，協定第２９条の規

定に基づき，次のとおり覚書を締結する。」 

改定後 

「藤沢市（以下「甲」という。），武田薬品工業株式会社（以下「乙１」という。）

と三井住友信託銀行株式会社（以下「乙２」という。）（乙１と乙２を合わせて，以

下「乙」という。）は，当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパー

クの環境保全に関する協定書」（以下「協定」という。）の実施に関し，協定第２９

条の規定に基づき，次のとおり覚書を締結する。」 

３）改定前の第４条の「社内規定類」は武田の社内規定類を示していたが，湘南ヘルスイ

ノベーションパークの所有者の変更に伴い「規定類」に改定する。

４）神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針が廃止されたことに伴い，第６条第２

項及び第３項を次のとおり改定する。

改定前 

「２ 乙は，神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針（以下「指針」とい

う。）に規定するＤＮＡ組換えの作業を行うに当たっては，遺伝子組換え生物等の拡

散防止措置等について，安全委員会の承認を得るものとする。 

３ 乙は，前項の承認を得たＤＮＡ組換えの作業について，指針が定める様式第１に

より，速やかにその作業概要等を甲に報告するものとする。この場合において，報告

内容に変更が生じた場合も同様とする。」 

改定後 

「２ 乙は，遺伝子組換え生物を取り扱う作業を行うに当たっては，遺伝子組換え生

物等の拡散防止措置等について，安全委員会の承認を得るものとする。 

３ 乙は，前項の承認を得た遺伝子組換え生物を取り扱う作業について，神奈川県バ



イオテクノロジー環境安全管理指針（令和２年９月３０日廃止）に準じて，速やかに

その作業概要等を甲に報告するものとする。この場合において，報告内容に変更が生

じた場合，また管理体制等の変更が生じた場合も同様とする。」 


